
 

令和元年８月２６日（月）、全職員対象に服務規律研修会を実施しました。 

内容は、同年６月に長崎県教育センターで行われた「服務規律委員会担当者研修」の伝達と、 

体罰事例についてグループ協議を行いました。 

また、今回の研修では、「発想の転換」をキーワードにし、 

ネガティブ言葉をポジティブ言葉に言い換える活動も行いました。 

終始いい雰囲気での研修となりました。 

 

 

 

「うるさい」をポジティブ

言葉に変えると… 


